
芳賀台地⼟地改良区定款  

 

   第 １ 章    総   則  

 

 （ 目  的 ）  

第 １ 条  こ の 土 地 改 良 区 は 、 農 業 生 産 の 基 盤 の 整 備 及 び 開 発 を 図 り 、 も っ て 農 業 の 生 産 性 の  

向 上 、 農 業 総 生 産 の 増 大 、 農 業 生 産 の 選 択 的 拡 大 及 び 農 業 構 造 の 改 善 に 資 す る こ と を 目 的  

と す る 。  

 （ 名 称 及 び 認 可 番 号 ）  

第 ２ 条  こ の 土 地 改 良 区 は 、 芳 賀 台 地 土 地 改 良 区 と い う 。  

２  こ の 土 地 改 良 区 の 認 可 番 号 は 、 栃 木 第 ６ ３ ７ 号 で あ る 。  

 （ 地  区 ）  

第 ３ 条  こ の 土 地 改 良 区 の 地 区 は 、 次 に 掲 げ る 地 域 （ そ の 地 域 内 に あ る 土 地 の う ち 土 地 原 簿  

の 記 載 に 係 る 土 地 以 外 の 土 地 を 除 く 。 ） と す る 。  

 

 郡  市  町  名      大  字  名   字     地  域   

 

 芳 賀 郡 益 子 町 

 

 

 

 塙 、 上 大 羽 、 下 大 羽 、 東 田 井 、 七 井 、 大 沢  

 北 中 、 小 宅 、 芦 沼 、 大 平  

 

 

 別 表 の  

 と お り  

     

 

 一 円 の 田  

 畑 、 山 林  

 雑 種 地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 芳 賀 郡 茂 木 町 

 

 

 

 

 

 茂 木 、 鮎 田 、 林 、 小 井 戸 、 塩 田 、 上 後 郷  

 馬 門 、 下 菅 又 、 坂 井 、 飯 、 小 山 、 木 幡  

 北 高 岡 、 天 子 、 河 井 、 飯 野 、 山 内 、 小 深  

 牧 野 、 九 石 、 町 田 、 千 本 、 上 菅 又  

 

 

 

   〃  

 

 

 

 

 芳 賀 郡 市 貝 町 

 

 

 

 

 市 塙 、 石 下 、 笹 原 田 、 上 根 、 赤 羽 、 多 田 羅  

 椎 谷 、 文 谷 、 田 野 辺 、 杉 山 、 大 谷 津 、 続 谷  

 刈 生 田 、 羽 仏 、 塩 田 、 見 上 、 竹 内  

 

 

 

   〃  

 

 

 

 芳 賀 郡 芳 賀 町 

 

 

 祖 母 井 、 稲 毛 田 、 芳 志 戸 、 上 稲 毛 田 、 給 部  

 

 

   〃  

 

 

 那  須  烏  山  市  

   

 

 大 里 、 曲 田 、 森 田 、 八 ケ 代 、 曲 畑 、 落 合  

 

 

   〃  

 

                     

                      

 



                                        

 （ 事  業 ）  

第 ４ 条  こ の 土 地 改 良 区 は 、 土 地 改 良 事 業 計 画 、 定 款 、 規 約 、 管 理 規 程 及 び 利 水 調 整 規 程 の  

定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 土 地 改 良 事 業 を 行 う 。  

 （ １ ） 国 営 芳 賀 台 地 土 地 改 良 事 業 に よ っ て 造 成 さ れ た 施 設 （ 附 帯 構 造 物 を 含 む 。 ） 及 び 同  

  施 設 の 利 用 上 必 要 な 施 設 の 維 持 管 理  

 （ ２ ） 前 号 に 掲 げ る 施 設 の 災 害 復旧及 び突発 事故被害 の 復旧  

２  こ の 土 地 改 良 区 は 、 前項第 １ 号 の 事 業 に 附 帯し、 そ の 事 業 を 害しな い範囲内 で当該施 設  

を他の 目 的 に使用 させる こ とができる 。  

３  こ の 土 地 改 良 区 は 、 国 営 芳 賀 台 地 土 地 改 良 事 業 に よ っ て 造 成 さ れ た 施 設 を 管 理委託さ れ  

る場合 は 、 こ れ を受託す る 。  

４  こ の 土 地 改 良 区 は 、 国 及 び 地方公共団体から事務委託さ れ る場合 は 、 第 １項の 規 定 に支  

障の な い範囲で こ れ を受託す る こ とができる 。  

５  こ の 土 地 改 良 区 は 、県営 芳 賀 台 地 地 区 基幹水 利 施 設 管 理 事 業 の 施 設 管 理 に 係 る 業務の 一  

部 を委託さ れ る場合 は こ れ を受託す る 。  

 （ 事務所の所在地 ）  

第５条  こ の 土 地 改 良 区 の 事務所は 、 栃 木県芳 賀 郡 市 貝 町 に置く 。  

 （公告の方法）  

第 ６ 条  こ の 土 地 改 良 区 の公告は 、 事務所の 掲示場及 び こ の 土 地 改 良 区 の 地 区 の属す る 市 町  

の 事務所の 掲示場に 掲示して こ れ を す る 。  

２  前項の公告の 内容は 、 必 要があ る ときは 、書面を も っ て組合員に通知し又 は 下 野新聞に  

掲 載 す る も の と す る 。  

 

 

   第 ２ 章    会   議  

 

 （ 総 代会）  

第 ７ 条  こ の 土 地 改 良 区 に 総会に 代わるべき総 代会を 設ける 。  

 （ 総 代 の 定数）  

第８条  総 代 の 定数は 、５０人と す る 。  

 （ 総 代 の 選挙）  

第９条  総 代 は 、組合員が総 代会外 に お い て こ れ を 選挙す る 。  

２  こ の 定 款 に 定 め る も の のほか、 総 代 の 選挙に関し必 要 な 事項は 、付属書総 代 選挙規 程 で  

定 め る 。  

 （ 総 代 の任期）  

第 １０条  総 代 の任期は 、 ４年とし、 総 代 選挙に よ り 選挙さ れ た 総 代 の就任の日から起算す  

る 。 ただし、 土 地 改 良法（ 以 下「法」と い う 。 ） 第 ２ ３ 条 第 ４項に お い て準用 す る法第 ２９  

条 の ３ 第 １項の 規 定 に よ る 改 選並び に法第 １ ３ ６ 条 の 規 定 に よ る 選挙又 は当選 の取消しに  



よ る 選挙に よ っ て 選挙さ れ る 総 代 の任期は 、退任した 総 代 の残任期間と す る 。  

２  前項の ただし書に 規 定 す る 選挙が、 総 代 の全員にかかる ときは 、 そ の任期は 、 前項の た

だし書の 規 定 にかかわらず４年とし、 そ の就任の日から起算す る 。  

 （ 総 代 の失職）  

第 １ １ 条  総 代がそ の被選挙権を失っ た ときは 、 そ の職を失う 。  

 （通常総 代会の時期）  

第 １ ２ 条  こ の 土 地 改 良 区 の通常総 代会の時期は 、毎事 業年度１回３月と す る 。  

 （議決方法の特例等）  

第 １ ３ 条  総 代会に お い て は 、 定 款 の変更、 土 地 改 良 事 業 計 画 の 設 定 、変更、 土 地 改 良 事 業  

の廃止、役員の 改 選 、 規 約 の 設 定 、変更及 び廃止、 管 理 規 程 の 設 定 、変更及 び廃止、 利 水  

調 整 規 程 の 設 定 、変更及 び廃止並び に 合併及 び解散、 そ の他重要 な 事項を 除 い て 、急施 を  

要 す る こ とが明白で あ る 事項に限り 、 あらかじめ通知した 事項以 外 の 事項で あ っ て も こ れ  

を議決す る こ とができる 。  

第 １ ４ 条  経費の収支予算を議案の全部 又 は 一 部 と す る 総 代会を招集して 、 総 代 の半数以 上  

の出席がな い た め 、 さらに ２０日以 内 に 同 一 の 目 的 で招集さ れ た 総 代会の議事 は 、経常経  

費の収支予算並び に こ れ に伴う賦課金及 び夫役現品の賦課徴収の時期及 び方法に限り 、 総  

代 の ３分の １ の 以 上が出席し、 そ の議決権の過半数で決す る こ とができる 。  

 （議  長）  

第 １５条  総 代会の議長は 、出席した 総 代 の う ちから当該総 代会で 選任す る 。  

 （組合員の請求に よ る会議招集）  

第 １ ６ 条  組合員が、 総組合員数の５分の １ 以 上 の 同意を得て 、会議の 目 的 で あ る 事項及 び  

召集の 理由を示して 、書面に よ り 総 代会の招集を請求した ときは 、 理 事長は 、 そ の請求が  

あ っ た ２０日以 内 に 総 代会を招集しなければならな い 。  

 

 （書面又 は 代 理人に よ る議決）  

第 １ ７ 条  やむ を得な い 理由の た め 、 総 代会に出席す る こ とができな い 総 代 は 、 あらかじめ  

通知した 事項につい て 、書面又 は 代 理人に よ り議決権を 行 う こ とができる 。  

２  書面に よ り議決権を 行 お う と す る 総 代 は 、 あらかじめ通知の あ っ た 事項につい て 、書面  

に そ れぞれ賛否を 記 載し、 こ れ に署名 又 は 記 名押印の 上 、 総 代会の会日の 前日（通知で 定  

め た ときは 、 そ の日時）まで に こ の 土 地 改 良 区 に提出しなければならな い 。  

３  総 代 の 代 理人は 、書面に よ り 代 理権を証明しなければならな い 。  

 （ 総会）  

第 １８条  第 １ ３ 条から前 条まで の 規 定 は 、 総会につい て準用 す る 。  

    

 

   第 ３ 章    役   員  

 （役員の 定数）  

第 １９条  こ の 土 地 改 良 区 の役員定数は 、 理 事 ２ １人及 び監事 ３人と す る 。  



２  前項の 理 事 定数の う ち 、 １人は 、組合員で な い者と す る 。  

３  前項の監事 の 定数の う ち 、 ２人は組合員とし、 １人は法第 １８条 第 ６項各号 の全て に該  

当す る者と す る 。  

 （役員の 選任）  

第 ２０条  役員は 、 総 代が総 代会に お い て 選任す る 。  

２  こ の 定 款 に 定 め る も の のほか、役員の 選任に関し必 要 な 事項は 、 附属書役員選任規 程 で  

定 め る 。  

 （ 理 事長）  

第 ２ １ 条  理 事 は 、 理 事長１人を互選 す る も の と す る 。  

第 ２ ２ 条  理 事長は 、 こ の 土 地 改 良 区 を 代 表し、 理 事会の決定 に従っ て 業務を処理 す る 。  

２  理 事 は あらかじめ 理 事 の互選 に よ っ て 定 められ た順位に従い 、 理 事長に 事故があ る とき  

は そ の職務を 代 理し、 理 事長が欠員の ときは そ の職務を 行 う 。  

 （ 事務の決定 ）  

第 ２ ３ 条  こ の 土 地 改 良 区 の 事務は 、 理 事 の過半数に よ り決す る も の と す る 。 ただし、 規 約  

の 定 め る と こ ろ に よ り 、軽易な常務につい て は 、 理 事長の決す る と こ ろ に よ る 。  

 （監事 の職務）  

第 ２ ４ 条  監事 は 、少な く と も毎事 業年度２回こ の 土 地 改 良 区 の 業務及 び財産 の状況を監査  

し、 そ の結果についき総 代会及 び 理 事会に報告し、意見 を述べなければならな い 。  

２  監査につい て の細則 は 、監事がこ れ を作成し、 総 代会の承認 を受けた も の と す る 。  

 （役員の任期等）  

第 ２５条  役員の任期は ４年とし、 そ の就任の日から起算す る 。 ただし、 土 地 改 良法（ 以 下  

「法」と い う 。 ） 第 ２９条 の ３ 第 １項及 び法第 １ ３ ４ 条 第 ２項の 規 定 に よ る 改 選 、法第    

１ ３ ６ 条 の 規 定 に よ る議決の取消に よ る 選任並び に補欠選任に よ っ て 選任さ れ る役員の任  

期は 、退任した役員の残任期間と す る 。  

２  前項ただし書に 規 定 す る 選任が、役員の全員に 係 る ときは 、 そ の任期は 、 前項ただし書

の  規 定 にかかわらず４年とし、 そ の就任の日から起算す る 。  

 （役員の失職）  

第 ２ ６ 条  理 事 又 は監事がそ の被選挙権を失っ た とき又 は そ の所属す る被選挙区 を異動した  

ときは 、 そ の職を失う 。 ただし、組合員で あ る 理 事が独立行政法人農 業者年金法（ 平 成   

１ ４年法律第 １ ２ ７ 号 ） 第 ３ １ 条 第 １項各号 に該当す る者と な り 、 又 は 農 業者年金基金法  

の 一 部 を 改正す る法律（ 平 成 １ ３年法律第 ３９条 ） に よ る 改正前 の 農 業者年金基 本法（昭  

和４５年法律第 ７８号 ） 第 ４ ２ 条 第 １項に 規 定 す る経営移譲をした こ と に よ り 、 そ の被選  

任権を失っ た ときは 、当該理 事 は 、 そ の任期の残任期間に お い て 第 １９条 第 ２項の 規 定 に  

かかわらず、組合員で な い 理 事 と な る こ とができる 。  

 

   第 ４ 章    顧  問  



第 ２ ７ 条    こ の 土 地 改 良 区 に顧問を置く こ とができる 。  

２  顧問は 、 総 代会の議をへて 、 理 事長が委嘱す る 。  

３  顧問は 理 事会に出席し土 地 改 良 区 の 事 業並び に運営 につい て意見 を述べる こ とができる 。  

                                      

第５章    経費の分担  

  

 （経費分担の 基準）  

第 ２８条  第 ４ 条 第 １項第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 事 業 に 要 す る経費に充て る た め の賦課金は 、予  

算の 定 め る と こ ろ に よ り 、組合員に対し、当該事 業 の 施 行 に 係 る 土 地 につき地積割に賦課  

す る 。 ただし、 そ の 上限は全面積効果発現に おける １０アール当た り賦課金と す るが、休  

耕田 又 は保全管 理 につい て の賦課金は軽減と す る 。 な お 、効果未発現地 域 に は賦課しな い  

  も の と す る 。  

  ２  前項の 規 定 にかかわらず各事 業 に共通す る 土 地 改 良 区 の運営 事務費に 要 す る経費に充  

  て る賦課金は 、組合員に対し、 こ の 土 地 改 良 区 の 地 区 内 に あ る 土 地 の全部 につき地積割に  

  賦課す る 。 ただし、 そ の 上限は全面積効果発現に おける 10 ア ール当た り の賦課金と す る

が、  

  休耕田 又 は保全管 理 につい て の賦課金は軽減と す る 。 な お 、効果未発現地 域 に は賦課しな  

  い も の と す る 。  

 （負担金）  

第 ２９条  こ の 土 地 改 良 区 は 、法第９０条 の 規 定 に 基づき県営 基幹水 利 施 設 管 理 事 業 芳 賀 台  

地 地 区 の負担金を負担す る 。また 、県営 基幹水 利 施 設ストックマネジメント事 業 の負担金  

も 同様に負担す る 。  

２  前項の負担金に充て る た め の賦課金は 、組合員に対し、当該事 業 の 施 行 に 係 る 土 地 につ  

き、 地積割に賦課す る 。  

 （賦課徴収の方法）  

第 ３０条  前 ２ 条 の 規 定 に よ る賦課金の賦課徴収の時期及 び方法は 、 総 代会で 定 め る 。  

 （特別徴収金）  

第 ３ １ 条  法第 ３ ６ 条 の ３ の 規 定 に 基づく特別徴収金は 、 土 地 改 良法施 行令第 ４ ７ 条 の 規 定  

に該当す る場合 に お い て当該返還すべき補助金等の額に相当す る額を徴収す る 。  

第 ３ ２ 条  こ の 土 地 改 良 区 は 、法第９０条 の ２ の 規 定 に 基づき、 国 営 芳 賀 台 地 土 地 改 良 事 業  

に 係 る特別徴収金を負担す る 。  

２  前項の場合 に は 、当該特別徴収金に充て る た め 、 そ の特別徴収金の 原因と な っ た 行為を  

した組合員から、当該特別徴収金に相当す る額を徴収す る 。  

 （督促）  

第 ３ ３ 条  法第 ３９条 の 規 定 に 基づく督促は 、 そ の納付期限後 ６０日以 内 に督促状を 発して  

こ れ を す る も の と す る 。  

 （過怠金）  

第 ３ ４ 条  第 ２８条 、 第 ２９条 、 第 ３ １ 条 又 は 第 ３ ２ 条 の 規 定 に よ り賦課さ れ た賦課金又 は  



特別徴収金につき、 こ れ を滞納し、 又 は 定期内 に履行しな い場合 に は 、 そ の滞納の日数に  

応じて そ の未納額に年１ ４．６％の割合 を乗じて 計算した額の延滞金並び に督促状を 発し  

た場合 に は督促手数料８０円 を過怠金として徴収す る 。  

２  前項の滞納金又 は過怠金を 、 町が処分す る場合 に は 、 さらに そ の徴収金額の １００分の

４ に相当す る額を過怠金として徴収す る 。  

３  前 ２項の過怠金は 、特別 の 事由があ る と 認 め る場合 に限り 、 理 事会の決定 に よ り こ れ を  

減免す る こ とができる 。  

 

  第 ６ 章    雑   則  

 

 （ 係 及 び委員会）  

第 ３５条  こ の 土 地 改 良 区 の 事務を分掌させる た め 、 規 約 の 定 め る と こ ろ に よ り 理 事会の補  

助機関として 係 を置く 。  

２  こ の 土 地 改 良 区 の 事 業 の運営 を公正かつ適切に す る た め 、 規 約 の 定 め る と こ ろ に よ り 、  

理 事会の補助機関として委員会を置く 。  

３  理 事会は 、 前 ２項に 規 定 す る各係 又 は各委員会ごと に担当理 事 を 定 め る 。  

 （賦課金以 外 の徴収金につい て の過怠金）  

第 ３ ６ 条  法第 ４ ２ 条 第 ２項の 規 定 に よ る決済に よ り徴収すべき金銭につい て は 、 第 ３ ６ 条  

の 規 定 を準用 す る 。  

 （ 基 本財産 ）  

第 ３ ７ 条  こ の 土 地 改 良 区 に 基 本財産 を 設ける こ とができる 。  

２  前項の 基 本財産 の 設 定 、 管 理 及 び処分に関して は 規 約 で 定 め る 。  

 （財産 の分配の制限）  

第 ３８条  こ の 土 地 改 良 区 の財産 につい て は 、解散（ 合併の場合 を 除 く 。 ） の ときで なけれ

ば  組合員に分配す る こ とができな い 。  

 （ 事 業年度）  

第 ３９条  こ の 土 地 改 良 区 の 事 業年度は 、毎年４月１日から翌年３月３ １日まで と す る 。  

 （委任）  

第 ４０条  こ の 土 地 改 良 区 の 管 理運営 に 必 要 な 事項は 、 こ の 定 款 に 定 め る も のほか、 規 約 で  

定 め る 。  

 

  附  則  

  こ の 定 款 は 、 認 可 の あ っ た日（ 平 成 １ ２年１ ２月４日）から施 行 す る 。  

    平 成 １ ３年７月  ５日    定 款 の 一 部 改正                     

 平 成 １ ４年４月１５日     定 款 の 一 部 改正                      

平 成 １８年６月１ ３日    定 款 の 一 部 改正  

平 成 １９年３月２８日    定 款 の 一 部 改正                    

平 成 １９年５月１５日    定 款 の 一 部 改正  



  平 成 ２０年４月  １日    定 款 の 一 部 改正  

    平 成 ２ １年４月   １日    定 款 の 一 部 改正  

平 成 ２ ４年７月  ９日    定 款 の 一 部 改正  

（追記 ） こ の 定 款 に よ る役員選任区 の 定数につい て は 、 次回の役員改 選からと す る 。  

平 成 ２ ５ 年 ６ ⽉ １ ０ ⽇    定 款 の ⼀ 部 改 正  

平 成 ２ ９ 年 ３ ⽉ ２ ８ ⽇    定 款 の ⼀ 部 改 正  

令 和  元 年 ７ ⽉  １ ⽇    定 款 の ⼀ 部 改 正  

    令和  ２年８月２ ４日    定 款 一 部 改正  

    令和  ３年６月  ４日    定 款 一 部 改正  

令和  ４年４月２０日    定 款 一 部 改正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

定 款 附 属 書  芳賀台地⼟地改良区役員選任規程  

 

 （役員の被選任権）  

第 １ 条  次 に 掲 げ る者は 、役員の被選任権を有しな い 。  

 （ １ ）組合員で な い者  

 （ ２ ）法  人  

 （ ３ ）未成年者  

 （ ４ ） 成年被後 見人又 は被保佐人  

 （５）禁錮以 上 の刑に処さ れ た者で そ の執行 を終わるまで の も の 又 は そ の執行 を受ける こ  

とがな く な る も の  

２  前項第 ２ 号から第５号まで に 掲 げ る者は 、監事 の被選任権を有しな い 。  

 （役員の 選任）  

第 ２ 条  役員の う ち 理 事 は 、各被選任区 につきそ の 区 域 に所属す る組合員の う ちから選任す  

る も の と す る 。  

２  役員の 土 地 改 良法（ 以 下「法」と い う 。 ） 第 １８条 第 ６項各号 に該当す る監事 （ 以 下   

 「員外監事」と い う 。 ） は 、組合員で な い監事 の候補者の う ちから、 そ の他の監事 と 区分  

 して 、 そ れぞれ 選任す る 。  

３ 第１項の規定による理事の被選任区及びその区域から選任すべき役員の定数は、次のとおり 

 とする。 

 

 
  被選任区  

 

 
  被 選 任 区 域 

 

   定  数  

 

     理 事数  

 
 第 １被選任区  

 

 
  芳 賀 郡 益 子 町  

 

 
      ５人  

 

 
 第 ２被選任区  

 

 
  芳 賀 郡 茂 木 町  

 

 
      ４人  

 

 
 第 ３被選任区  

 

 
  芳 賀 郡 市 貝 町  

 

 
      ６人  

 

 
 第 ４被選任区  

 

 
  芳 賀 郡 芳 賀 町  

 

 
      ２人  

 



 
 第５被選任区  

 

 
  那 須 烏 山 市  

 

 
      ３人  

 

 
４  組合員で あ る被選任人の所属の被選任区 は 、 そ の組合員た る 資格に 係 る権利 の 目 的 た る  
土 地 の所在地 に よ る 。 こ の場合 に お い て 、 そ の被選任人の組合員た る 資格に 係 る権利 の 目  
的 た る 土 地が２ 以 上 の被選任区 に あ る ときは 、当該被選任人が指定して 土 地 改 良 区 に届け  
た 土 地 （当該届出がな い ときは 、 土 地 改 良 区が指定した 土 地 ） の所在地 に よ る 。  

 （ 選任の時期）  

第 ３ 条  役員の任期満了に よ る 選任は 、 そ の任期満了の日前 ６０日から１０日まで に 、 そ の  

他の 選任に あ っ て は 、 こ れ を 行 うべき事由が生じた日から３０日以 内 に 行わなければ    

ならな い 。  

 （ 選任の議決）  

第 ４ 条  役員は 、 総 代会の議決に よ っ て 選任す る 。  

 （ 選任の議案）  

第５条  役員の 選任に関す る議案は 、 理 事長がこ れ を 総 代会に提出す る 。  

２  理 事長は役員の 選任に関す る議案を 総 代会に提出す る に は 、 附属書総 代 選挙規 程 第 ２ 条  

第 ２項に 規 定 す る 総 代 の各選挙区 の 総 代から選ばれ た も の を も っ て 構 成 す る推薦会議に お  

い て被選任人として推薦さ れ た も の につき、議案を作成しなければならな い 。   

第 ６ 条  推せん会議は 、 前 条 第 ２項の 規 定 に よ り被選任人として推せんしよ う と す る とき   

は 、 あらかじめ そ の者の承諾を得て おかなければならな い 。  

 （ 選任議決の投票）  

第 ７ 条  第 ４ 条 の議決は 、無記 名投票で 表決を と る 。  

２  前項の投票は 、 総 代自ら、 総 代 名 簿 と の対照を経て所定 の投票用紙に賛否を 記 載し、 理  

事長の示した時間内 に こ れ を投票箱に入れ て 行わなければならな い 。  

第８条  議長は 、投票が終わっ た ときは 、 あらかじめ 総 代会に お い て 選任した立会人２人以  

上立ち会い の 上 、投票箱を 開き、投票を点検し、直ち に そ の結果を宣言しなければならな  

い 。  

２  被選任人は 、 前項の立会人と な る こ とができな い 。  

 （投票の無効）  

第９条  次 の各号 に 掲 げ る投票は 、無効と す る 。  

 （ １ ）所定 の 用紙を 用 い な い も の  

 （ ２ ）賛否の確認し難い も の  

 （ 選任の確定 及 び役員の就任）  

第 １０条  役員の 選任に関す る議案が総 代会に お い て 可決さ れ た ときは 、 理 事長は 、直ち   

に役員に 選任さ れ た者（ 以 下「被選任者」と い う 。 ） に そ の旨を通知し、 同時に被選任    

者の住所、氏名 、所属被選任区 及 び 理 事 又 は監事 の 別 を公告しなければならな い 。  

２  被選任者は 、 前項の 規 定 に よ る公告があ っ た とき、役員に就任す る も の と す る 。 ただし、  

第 １ １ 条若しく は 第 １ ２ 条 の 選任又 は法第 ２９条 の ３ の 改 選 、法第 ２９条 の ４ の 規 定 に よ  

る役員の 選任、法第 １ ３ ４ 条 第 ２項の 改 選若しく は法第 １ ３ ６ 条 の 規 定 に よ る決議の取消  

に は 、 そ の任期満了の日の翌日に就任す る も の と す る 。   

 （再選任）  



第 １ １ 条  被選任者が、 第 １ 条各号 の １ に該当す る こ と と な っ た こ と 、 第 ２ 条 第 ３項に 規 定  

す る被選任区 を異動した こ と若しく は死亡した こ と に よ っ て 選任すべき役員の数に達しな  

く な っ た場合 又 は法第 １ ３ ６ 条 の 規 定 に よ る決議の取消しの結果被選任者がな く な り若し  

く は被選任者が選任すべき役員の数に達しな く な っ た場合 は 、 そ の数の不足分の員数につ  

き、再選任を 行わなければならな い 。  

 （補欠選任）  

第 １ ２ 条  役員の 一 部が欠けた場合 は 、 そ の不足の員数につき、補欠選任を 行わなければな  

らな い 。 ただし、欠員数が、 理 事 の 定数の ３分の １未満で あ る とき、若しく は監事 の 定数  

の ３分の ２未満で あ る とき、 又 は役員に欠損を 生じた ときが役員の任期満了前 ３箇月以 内  

で あ る ときは 、監事が１人と な る場合 及 び員外監事 の全員が欠けた場合 を 除き、 次 の 総 代  

会まで補欠選任を 行わな い こ とができる 。  

 

  附   則  

    こ の 規 程 は 、 平 成 １ ２年１ ２月４日よ り 施 行 す る 。  

    平 成 １ ３年７月  ５日  選任規 定 一 部 改正  

    平 成 １８年６月１ ３日   選任規 定 一 部 改正  

    平 成 ２ ４年７月  ９日  選任規 定 一 部 改正  

     （追記 ） こ の 定 款 に よ る役員選任区 の 定数につい て は 、 次回の役員改 選からと す る 。  

    平 成 ２５年６月１０日  選任規 程 一 部 改正  

    令和  ２年８月２ ４日  選任規 程 一 部 改正   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



 


